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新潟市議会委員会条例の一部改正について  

 

 

新潟市議会委員会条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとす

る。 
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新潟市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 新潟市議会委員会条例（昭和４３年新潟市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条総務常任委員会の項中「，税務課」を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２４年７月１７日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の新潟市議会委員会条例（以下「旧条例」という。）の

規定により設置された総務常任委員会の委員，委員長又は副委員長である者は，それぞ

れ，改正後の新潟市議会委員会条例（以下「新条例」という。）の規定により総務常任

委員会の委員，委員長又は副委員長に選任され，又は互選されたものとみなし，その委

員の任期は，新条例第３条第１項の規定にかかわらず，旧条例の規定による常任委員の

任期満了の日までとする。 

３ この条例の施行の際現に旧条例の規定により設置された総務常任委員会に付議されて

いる事件は，新条例の規定により設置された総務常任委員会に付議されたものとみなす。 


